
（別紙２）

区分 評価項目 評価基準 係数 配点

基本理念・運営方針・
目標等

放課後児童健全育成事業を運営するにあたっての基本理
念・運営方針・目標等があり、それらが児童の健全な育成
に資するものであるか。

1 5

同種事業・類似事業の
実績

他自治体における放課後児童健全育成事業または類似事業
(児童福祉事業)の実績が十分にあるか。

1 5

支援員の安定的な確
保・処遇

安定的な支援員等の確保策が図れているか。
また、支援員等の雇用及び処遇改善に関する計画を立て、
実行可能な内容となっているか。

2 10

運営体制
安定して運営するため仕様書に基づく支援員等が配置さ
れ、適正な業務履行が可能で、支援員等をサポートできる
運営体制となっているか。

1.5 7.5

支援員等の資質の向上
を図る研修体制

支援員等の資質向上に関する研修計画を立て、実行可能な
内容となっているか。

2 10

安全確保策・危機管理
施設の衛生・安全管理の取組、災害時の対応や事故及びけ
がの防止と発生時の対応は適切か。

1 5

児童の受入れに関する
こと

様々な特性を持つ児童に対応するため、専門性の高い支援
体制が構築できる支援計画や研修計画などの具体的な取組
が提案されているか。また、児童虐待における取組は適切
か。

2 10

児童の健全育成
児童の発達段階に応じた主体的な遊びや生活への支援、基
本的な生活習慣の確立、児童の気持ちや感情の尊重といっ
た観点での取組が年間を通じて計画されているか。

2 10

保護者への連絡や相
談・苦情等への対応

保護者が安心して児童を預けることができるよう的確な保
護者への連絡手段が提案されているか。また、相談・苦情
等に対応するための窓口は整備されているか。

1.5 7.5

関係機関との連携
学校・保育所・地域等との情報交換や情報共有等連携を図
る体制と方法があるか。

1 5

個人情報の適切な管理
守秘義務の遵守、情報漏洩の防止策、発生した場合の対応
等、個人情報が適切に管理されているか。

1 5

自主事業の提案
育成支援の質の向上や保護者の利便性の向上につながる自
主事業の提案があるか。

2 10

次の計算式により算出する。

（提案最安値見積額）÷当該事業者見積額×5点

小数点以下第2位四捨五入

100総合評価点

※審査委員会の委員ごとに６段階（０～５点）で採点する。各委員の採点に審査項目ごとに設定し
た係数を乗じた点数を合計し、その平均点を評価点とする。
※配点は、委員一人あたりの点数
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経済的な見積額になっ
ているか

2 10


